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議案第５７号



   川崎市博物館の登録等に関する規則の一部を改正する規則 

 川崎市博物館の登録等に関する規則（平成２７年川崎市教育委員会規則第４

号）の一部を次のように改正する。 

 第２条中「第１０条」を「第１４条」に改める。 

 第３条第１項中「第１１条第１項」を「第１２条第１項」に改め、同条第２

項を次のように改める。 

２ 法第１２条第２項第２号に掲げる書類は、博物館資料目録（第３号様式）

、職員名簿（第４号様式）、博物館の事業の用に供する建物・土地の概要（

第５号様式）その他教育長が必要と認める書類とする。 

 第３条第３項から第５項までを削る。 

 第４条の見出し中「登録要件」を「登録」に改め、同条中「第１２条の規定

による」を「第１３条第１項に規定する」に、「登録要件」を「登録」に改め

、「審査」の次に「、法第１８条の規定による勧告及び命令」を加え、「第１

４条第１項」を「第１９条」に改め、「当該博物館の」及び「、学識経験者又

は専門機関からの意見の聴取」を削る。 

 第５条中「第１３条第１項」を「第１５条第１項」に改め、「当該登録事項

の変更があった日から１箇月以内に」を削り、同条ただし書中「９月末日及び

３月末日」を「６月末日」に改める。 

 第１０条を第１１条とし、第９条を削る。 

 第８条中「第２１条」を「第２５条」に、「当該指定要件を欠くに至った日

」を「施行規則第２４条第１項に規定する要件を備えなくなった日」に、「第

８号様式」を「第１０号様式」に改め、同条を第１０条とし、同条の前に次の

１条を加える。 

（指定等の審査方法） 

第９条 施行規則第２４条第１項の規定による指定の審査又は施行規則第２７
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条の規定による指定の取消しに当たっては、必要に応じて学識経験者からの

意見の聴取及び実地調査を行うものとする。 

 第７条第１項中「第１９条第２号に掲げる図面は、配置図、平面図、立面図

及び当該施設周辺図」を「第２３条第１項に規定する指定申請書は、第９号様

式」に改め、同条第２項を次のように改める。 

２ 施行規則第２３条第２項第２号に掲げる書類は、第３条第２項に掲げる書

類に準ずるもののほか、教育長が必要と認める書類とする。 

 第７条第３項及び第４項を削り、同条を第８条とする。 

 第６条中「第１５条第１項」を「第２０条第１項」に、「第７号様式」を「 

第８号様式」に改め、同条を第７条とし、第５条の次に次の１条を加える。 

 （定期報告） 

第６条 法第１６条の規定による報告は、定期報告書（第７号様式）により毎

年１回６月１日から同月末日までの間に行わなければならない。 

第２号様式及び第３号様式を次のように改める。 
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第２号様式 

博 物 館 登 録 申 請 書 

     年  月  日 

   （宛先）川崎市教育委員会 

住  所 

名  称 

申請者名 

連 絡 先 

  次の博物館を設置したいので、博物館法第１１条の規定により、登録を申請します。 

設置者 
名称  

 

住所  
 

博物館 
名称  

 

所在地  
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第４号様式を削る。 

第５号様式中「担当事務」を「職務内容」に改め、同様式を第４号様式とし

、同様式の次に次の様式を加える。 
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第５号様式 

博物館の事業の用に供する建物・土地の概要 

 １ 建物 

  (１) 延床面積          ㎡ 

  (２) 構  造 

  (３) 階  層 

階 層 部 屋 名 面 積 階 層 部 屋 名 面 積 

  ㎡   ㎡ 

      

      

      

      

  （４）保有形態 

 

 

２ 土地 

所 在 及 び 地 番 面 積 保 有 形 態 

 ㎡  

   

   

 

 

 

 

7



 第６号様式中「に変更があった」を「を変更する」に、「第１３条第１項」

を「第１５条第１項」に改める。 

第８号様式中「次の博物館相当施設」を「次の指定施設」に、「欠くに至っ

た」を「備えなくなった」に、「第２１条」を「第２５条」に改め、同様式を

第１０号様式とし、同様式の前に次の様式を加える。 
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第９号様式 

 

指 定 申 請 書 

        年  月  日  

   （宛先）川崎市教育委員会 

住所               

名称               

電話               

 次の施設について、博物館に相当する施設として指定を受けたいので、博物館法施行規

則第２３条第１項の規定により別添関係書類を添えて申請します。 

設 置 者 
名 称  

住 所  

施 設 名 

名 称  

所 在 地  

設 立年 月日  
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 第７号様式中「第１５条第１項」を「第２０条第１項」に改め、同様式を第

８号様式とし、第６号様式の次に次の様式を加える。 
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第７号様式 

定  期  報  告  書 

                   

   年  月  日 

 

（宛先）川崎市教育委員会 

 

 

申請者 

施設名 

住 所 

 

 

 博物館法第１６条の規定により、次のとおり報告します。 

 

対象期間    年  月  日から    年  月  日まで 

 

項 目 記入欄 

１ 博物館の設置者の名称及び住所の変更 有 ・ 無 

２ 博物館の名称及び住所の変更 有 ・ 無 

３ 学芸員の人数 人  

４ 博物館資料の数（  年  月  日現在） 件 

５ 年間の開館日数 日  

６ 博物館の事業の用に供する土地及び建物に関する変更 有 ・ 無 

７ 活動実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 １、２及び６の欄は、該当するものを○で囲んでください。 
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   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、

当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる 

 

 

 

 

。 
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制 定 理 由 

 

博物館法及び博物館法施行規則の一部改正に伴い、所要の整備を行うため、

この規則を制定するものである。 
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川崎市博物館の登録等に関する規則の一部を改正する規則新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○川崎市博物館の登録等に関する規則 ○川崎市博物館の登録等に関する規則 

平成27年３月17日教委規則第４号 平成27年３月17日教委規則第４号

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この規則は、博物館法（昭和26年法律第285号。以下「法」という。）

及び博物館法施行規則（昭和30年文部省令第24号。以下「施行規則」とい

う。）の規定に基づく博物館の登録及び博物館に相当する施設の指定に関

し必要な事項を定めるものとする。 

第１条 この規則は、博物館法（昭和26年法律第285号。以下「法」という。）

及び博物館法施行規則（昭和30年文部省令第24号。以下「施行規則」とい

う。）の規定に基づく博物館の登録及び博物館に相当する施設の指定に関

し必要な事項を定めるものとする。 

（博物館登録原簿） （博物館登録原簿） 

第２条 法第14条に規定する博物館登録原簿は、第１号様式とする。 第２条 法第10条に規定する博物館登録原簿は、第１号様式とする。 

（登録申請書の様式等） （登録申請書の様式等） 

第３条 法第12条第１項に規定する登録申請書は、第２号様式とする。 第３条 法第11条第１項に規定する登録申請書は、第２号様式とする。 

２ 法第12条第２項第２号に掲げる書類は、博物館資料目録（第３号様式）、

職員名簿（第４号様式）、博物館の事業の用に供する建物・土地の概要（第

５号様式）その他教育長が必要と認める書類とする。 

２ 法第11条第２項各号に掲げる直接博物館の用に供する建設及び土地の図

面は、配置図、平面図、立面図及び博物館周辺図とする。 

（削除） ３ 法第11条第２項各号に掲げる館長及び学芸員の氏名を記載した書面に

は、館長の経験年数、学芸員の経験年数及び担当事務並びにその他の職員

を置く場合にあっては当該職員の氏名、経験年数及び担当事務を併せて記

載しなければならない。 

（削除） ４ 法第11条第２項各号に掲げる書類で次の各号に掲げる書類は、それぞれ

当該各号に定める様式により作成しなければならない。 

 (１) 直接博物館の用に供する建物及び土地の面積を記載した書面 第３

号様式 

 (２) 博物館資料の目録 第４号様式 

 (３) 館長及び学芸員の氏名を記載した書面 第５号様式 

（削除） ５ 第１項の登録申請書には、法第11条第２項に規定する書類のほか、次に

14



 

改正後 改正前 

掲げる書類を添付しなければならない。 

 (１) 学芸員又は学芸員補の資格を証明するに足りる書類 

 (２) 開館年月日及び年間開館日数について記載した書類 

（登録の審査方法） （登録要件の審査方法） 

第４条 川崎市教育委員会（以下「教育委員会」という。）は、法第13条第

１項に規定する登録の審査、法第18条の規定による勧告及び命令又は法第

19条の規定による登録の取消しに当たっては、必要に応じて実地調査を行

うものとする。 

第４条 川崎市教育委員会（以下「教育委員会」という。）は、法第12条の

規定による登録要件の審査又は法第14条第１項の規定による登録の取消し

に当たっては、必要に応じて当該博物館の実地調査、学識経験者又は専門

機関からの意見の聴取を行うものとする。 

（登録事項等の変更届出） （登録事項等の変更届出） 

第５条 法第15条第１項の規定による届出は、博物館登録事項等変更届出書

（第６号様式）により行わなければならない。ただし、博物館資料目録の

軽微な変更については、毎年６月末日までに届け出るものとする。 

第５条 法第13条第１項の規定による届出は、当該登録事項の変更があった

日から１箇月以内に博物館登録事項等変更届出書（第６号様式）により行

わなければならない。ただし、博物館資料目録の軽微な変更については、

毎年９月末日及び３月末日までに届け出るものとする。 

 （定期報告） 

第６条 法第16条の規定による報告は、定期報告書（第７号様式）により毎

年１回６月１日から同月末日までの間に行わなければならない。 

 

（新設） 

（廃止の届出） （廃止の届出） 

第７条 法第20条第１項の規定による届出は、当該博物館を廃止した日から

10日以内に博物館廃止届出書（第８号様式）により行わなければならない。

第６条 法第15条第１項の規定による届出は、当該博物館を廃止した日から

10日以内に博物館廃止届出書（第７号様式）により行わなければならない。

（博物館相当施設指定申請書の添付書類の内容等） （博物館相当施設指定申請書の添付書類の内容等） 

第８条 施行規則第23条第１項に規定する指定申請書は、第９号様式とする。

 

第７条 施行規則第19条第２号に掲げる図面は、配置図、平面図、立面図及

び当該施設周辺図とする。 

２ 施行規則第23条第２項第２号に掲げる書類は、第３条第２項に掲げる書

類に準ずるもののほか、教育長が必要と認める書類とする。 

２ 施行規則第19条第４号に規定する書類には、当該施設の長の経験年数、

学芸員に相当する職員の経験年数及び担当事務並びにその他の職員を置く

場合にあっては当該職員の氏名、経験年数及び担当事務を併せて記載しな

ければならない。 

（削除） ３ 施行規則第19条第１号に規定する目録は第４号様式、同条第２号に規定

する書面及び図面は第３号様式、同条第４号に規定する書類は第５号様式
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改正後 改正前 

に準じてそれぞれ作成しなければならない。 

（削除） ４ 施行規則第19条に規定する博物館相当施設指定申請書には、同条に掲げ

る書類等のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

 (１) 当該施設の利用に関する事項等を定めた書類 

 (２) 学芸員に相当する職員にあっては、その専門的職員としての経験を

証明するに足りる書類 

 (３) 開館年月日及び年間開館日数について記載した書類 

（指定等の審査方法）  

第９条 施行規則第24条第１項の規定による指定の審査又は施行規則第27条

の規定による指定の取消しに当たっては、必要に応じて学識経験者からの

意見の聴取及び実地調査を行うものとする。 

（新設） 

（指定要件欠如の報告） （指定要件欠如の報告） 

第10条 施行規則第25条の規定による報告は、施行規則第24条第１項に規定

する要件を備えなくなった日から10日以内に博物館相当施設指定要件欠如

報告書（第10号様式）により行わなければならない。 

第８条 施行規則第21条の規定による報告は、当該指定要件を欠くに至った

日から10日以内に博物館相当施設指定要件欠如報告書（第８号様式）によ

り行わなければならない。 

 （告示） 

（削除） 第９条 教育委員会は、次の各号のいずれかを行ったときは、その都度その

旨を告示するものとする。 

 (１) 法第10条の規定により博物館として登録したとき。 

 (２) 法第13条第２項の規定により登録事項の変更登録をしたとき。 

 (３) 法第14条第１項の規定により登録を取り消したとき。 

 (４) 法第15条第２項の規定により登録を抹消したとき。 

 (５) 法第29条の規定により博物館相当施設として指定したとき。 

 (６) 施行規則第24条の規定により指定を取り消したとき。 

（委任） （委任） 

第11条 この規則に定めるもののほか、博物館の登録及び博物館に相当する

施設の指定に関し必要な事項は、教育長が別に定める。 

第10条 この規則に定めるもののほか、博物館の登録及び博物館に相当する

施設の指定に関し必要な事項は、教育長が別に定める。 
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改正後 改正前 

（第１号様式 略） （第１号様式 略） 

第２号様式 第２号様式 
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改正後 改正前 

第３号様式 第４号様式 
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改正後 改正前 

第４号様式 第５号様式 
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改正後 改正前 

第５号様式 第３号様式 
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改正後 改正前 

第６号様式 第６号様式 
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改正後 改正前 

第７号様式 （新設） 
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改正後 改正前 

第８号様式 第７号様式 
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改正後 改正前 

第９号様式 （新設） 
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改正後 改正前 

第10号様式 第８号様式 
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